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マレーシア競争委員会(以下「MyCC」といいます。)は、企業結合規制を導入する意図を表明しており、2021 年末までに国会へ提

出する計画で改正案の作成を開始しています。 

マレーシア競争法(以下「競争法」といいます。)は、約 10 年前の 2012 年 1 月 1 日に施行されました。競争法では以下の事項を

禁止しています。 

• 反競争的合意(anti-competitive agreement)

• 支配的地位の濫用(abuse of dominant position)

現状この競争法には、企業結合規制に関する規定はありません。マレーシアの企業結合規制は、航空業界、通信業界及びマ

ルチメディア業界等の一部の規制産業において、法律やガイドライン等で定められているのみとなっています。

MyCC は、競争法に企業結合規制の枠組みがないために、市場における独占及び企業結合を規制することができないと述べ、

「国が定める競争法に基づく企業結合規制を有しない国は、東南アジアではマレーシアのみである。」とコメントしています。例え

ば、2018 年に Uber が自社の東南アジアでの事業を Grab に売却し、Grab の株式を 27.5%取得するという内容の Grab・Uber 間の

企業結合が実施されましたが、同年、シンガポール競争法当局(Competition and Consumer Commission of Singapore)は、この

Grab・Uber 間の企業結合が反競争的であるとして、Grab 及び Uber に総額 1,300 万シンガポールドル(約 980 万米ドル相当)の罰

金を課しました。また、フィリピン競争委員会(Philippines Competition Commission)は、Grab に契約上の義務を課した上で Grab・

Uber 間の取引を承認していましたが、Grab が Uber の買収前とは異なる営業を行っていたとして、Grab に対し、2018 年の 1 年間

のみで、1,600 万フィリピンペソ(約 29 万 7 千米ドル相当)の制裁金を課しました。一方で、マレーシアには企業結合規制が存在し

ないため、MyCC が企業結合について講じることができる権限が限定的であり、現状では反競争的行為がないかを判断するため

に企業結合後の Grab の活動を監視することしかできません。2019 年 10 月後半に MyCC は、自社で雇用するドライバーに制限

条項を課すことにより市場の支配的地位を濫用したとして、Grab に対し 8,677 万マレーシアリンギット(約 2,100 万米ドル相当)の罰

金の支払いを命じました。当該決定については、Grab により異議申立てが行われ争われています。 

 MyCC は現在、企業結合規制の導入に向けて競争法の改正作業を進めており、2021 年末までに国会での審議に付すことを目

標としています。マレーシアにおける企業結合規制の枠組みは、実効性のない任意の制度にとどまることなく、反競争的な市場構

造の変化を規制する権限を MyCC に持たせるための強制的要素を有するものとなることが推測されています。そのため、当該規

制の実施後は、マレーシアにおいて企図されている取引に関する当事者は、当該規制を踏まえて、スケジュール及びストラク

チャーを再検討する必要性が生じ得ます。

もっとも、マレーシアにおける新型コロナウイルス感染症の危機をめぐる状況及び緊急事態宣言の発令に伴う国会の会期の延

長により、MyCC がその予定通り今年末までに企業結合規制にかかる改正案を推し進めることができるかは現在も不透明です。 
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当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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